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序     文 

 

国際協力機構はトリニダード・トバゴ政府からの要請を受けて、2001 年 9 月からプロジ

ェクト方式技術協力（現 技術協力プロジェクト）「持続的海洋水産資源利用促進計画」を

実施してまいりました。 

当機構は、本計画の協力実績を把握し協力効果の評価を行うとともに、今後、日本及び

トリニダード・トバゴ両国が取るべき措置を両政府に提言することを目的として、2004 年

5 月 15 日から同年 5 月 29 日にかけて、当機構 農村開発部 調査役 勝山 潔志を団長と

する運営指導（中間評価）調査団を派遣いたしました。 

調査団は、トリニダード・トバゴ政府関係者と共同で本計画の中間評価を行うとともに、

プロジェクト・サイトでの現地調査を実施し、プロジェクトの運営や事業内容等を検討す

るとともに、成果の確認を行いました。そして、帰国後の国内作業を経て調査結果を本報

告書にまとめました。 

この報告が今後の協力にさらなる発展のための指針になるとともに、本計画によって達

成された成果が、同国の発展に貢献することを期待しております。 

終わりに本調査にご協力とご支援を頂いた関係者の皆様に対し、心より感謝の意を表し

ます。 

 

平成 17 年 7 月 

国際協力機構 

農村開発部 

 部長   古賀 重成 

 



 

プロジェクト・サイト位置図・周辺図 

 

 
 

トリニダード・トバゴ

プロジェクト・サイト：

チャガラマス 



 

写 真 
 

[水産物加工・流通分野] 
鮮魚の鮮度測定実習                さつま揚げ（すり身）実習 

   
 

 

[水産普及分野] 
試験操業の社会経済データの収集風景。 

C/P が地引網漁師にインタビューを行っている様子  PCM 研修 

   
 

 

[水産資源管理分野] 
小型浮魚群の放流                 ソデイカの外部形態の計測・計量 

  
 



 

[試験創業・漁具開発分野] 
カウンターパートによる船外機保守に関する講義   定置網試験操業 

と実習（広域技術協力） 

    
 
 
[広域技術協力推進事業]  
2003 年度広域研修員受入：              2003 年度広域研修員受入：スタディーツアー 

C/P による講義実施風景：                ポートオブスペイン中央魚市場 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

中間評価調査要約表 

 

I. 案件の概要 

国名：トリニダード・トバゴ 案件名：持続的海洋水産資源 

利用促進計画 

分野：水産 援助形態：技術協力プロジェクト 

所管部署：農村開発部第三グループ水産開発チーム 先方関係機関：農業・土地・海洋資源

省 

協力期間：2001 年 9 月 25 日～2006 年 9 月 24 日 日本側協力機関：農林水産省（水産庁）

文部科学省（国立大学） 

1. 協力の背景と概要 
トリニダード・トバゴ（以下「ト国」）の年間水揚げ量は約 7,000 トン～10,000 トンであ

るが、混獲魚の投棄が多く、水揚げ量とほぼ同量の漁獲物が投棄されていると推測されてい
る。また、約 8,000 人の漁業従事者のほとんどを占める零細漁民の、所得水準は低い。さら
に、零細漁業の漁獲対象が大陸棚の沿岸資源に偏っていることや、混獲魚の投棄量が多いこ
とから、資源の枯渇が懸念されている。 
 これらの問題を解決するため、ト国では指導的人材の育成が最優先課題となっていた。そ
のため、JICA は、カリブ漁業開発訓練所（Caribbean Fisheries Training and Development 
Institute: CFTDI）の教育訓練能力を向上させることを目的として、プロジェクト方式技術
協力「漁業訓練計画」（1996 年 4 月 1 日～2001 年 3 月 31 日）を実施した。その結果、漁業技
術、漁船機関、水産加工の３分野において教官が育成され、漁業従事者を対象とした研修会
を行うことが可能となった。また、カリブ地域における広域技術協力推進事業を実施し、域
内の技術の向上に寄与してきた。 
 一方、ト国水産局の水産資源管理に関する活動が統計データに基づく資源量評価に限られ
ており直接漁業者を対象とした指導的な活動が行われていないこと、研修の機会が少ないこ
とや、漁業者の活動への助言および情報提供を行うべき普及員が育成されていないことが課
題となっており、ト国は我が国に上述のプロジェクト方式技術協力のフェーズⅡにあたるプ
ロジェクト方式技術協力（現 技術協力プロジェクト）を要請してきた。それを受け、JICA
は 2001 年 9 月から 5 年間の予定で、「持続的海洋水産資源利用促進計画」を開始した。 
 
2. 協力内容 
(1) 上位目標 
ト国の漁業者により、水産資源を持続的に利用するための漁業活動が行われる。 

(2) プロジェクト目標 
トリニダード水産局、トバゴ水産局ならびに CFTDI の相互協力のもとに、水産資源を持続
的に利用するための普及・訓練活動が実施される。 

(3) 成果： 
1) トリニダード水産局およびトバゴ水産局の資源管理能力が向上する。 
2) CFTDI の試験操業技術・漁具開発、水産食品加工技術・流通、漁船機関分野の技術能力

が向上する。 
3) トリニダード水産局ならびにトバゴ水産局の普及能力が向上する。 

(4) 中間評価時点での投入 
 日本側： 
  長期専門家派遣    6 名     機材供与 84 百万円 
  短期専門家派遣    8 名     ローカルコスト負担 33 百万円 
  研修員受入れ     8 名     広域協力 18 百万円 
 相手国側： 
  カウンターパート配置 19 名、土地・施設提供、ローカルコスト負担   

 

 

 

 



 

 

 II. 中間評価調査団の概要 

調査者 （担当分野 氏名 職位） 
(1) 総括  勝山 潔志 国際協力機構 農村開発部 調査役 
(2)水産資源管理 西田 勤  水産総合研究センター 遠洋水産総合研究所 

国際海洋資源研究官 
(3) 評価分析 宇田川和夫 アイ・シー・ネット(株) シニアコンサルタント
(4) 計画評価 小林 龍太郎 国際協力機構 農村開発部 水産チーム職員

調査期間 2004 年 5 月 15 日〜2004 年 5 月 29 日 調査種類：中間評価

 III. 中間評価結果の概要 

 
1. 評価結果の要約 
 
(1)項目評価による結果 
1)妥当性 
プロジェクトの妥当性は高い。同プロジェクトはト国政府及び日本政府の政策に対する妥
当性が高く、プロジェクト目標は政策に合致している。プロジェクトデザインにおいて、
活動の絞込みと、専門家や資機材等、資源の投入の集中化を図るなど、アウトプットの内
容をさらに高める可能性が見うけられる。 

 
2)有効性 
今回の調査を通じてトリニダード水産局と JICA 専門家および調査団との間で、資源管理、
普及、新漁具開発分野での活動内容について合意が形成されたため、プロジェクト目標を
達成する上での有効性は高まったと考える。しかしながら、JICA 専門家および調査団は、
さらに広範に漁民などのステークホルダーの参加が必要であるという認識を持った。また、
効果的な試験操業を行なう上で、トリニダード水産局と協議を続け、最も現実的なアプロ
ーチを見つけていくことが重要であると考えられる。 

 
3)効率性 
日本とト国の両者の投入は十分であり適切に使用されている。プロジェクト専門家および
ト国 C/P がカリブ地域を対象とする広域専門家を兼ねていることや、彼らによる他の多く
の本プロジェクト活動を考えると、アウトプットの達成状況は適当であり効率性も高い。

 
4)インパクト 
現在のところ、専門家から C/P への技術移転は順調に進んでいるものの、漁民や加工業者
がプロジェクトで紹介された技術を適応するまでには至っていない。たたし、国やカリブ
地域レベルの広いエリアで技術の広がりが見られることは重要である。 

 
5)自立発展性 
トリニダード水産局、カリブ漁業開発研究所、トバゴ水産局の組織としての持続的な発展
性は高い。水産局の戦略プランを見る限り、トリニダード水産局、トバゴ水産局ともにプ
ロジェクトの活動を財務的にサポートしていることからも持続性の高さをうかがうことが
できる。また、C/P は自ら能力向上に努力する傾向を示しており、また、供与された機材
を整備、利用するための訓練が継続されていることから、技術の持続性も高い。 

 
(2) 結論 
プロジェクトの活動は C/P への技術移転を中心に概ね順調な進捗を見せている。C/P の技
術習得能力および、その意識は高く、供与された資機材・施設なども適切に維持・管理さ
れている。ト国側の資金供出が増加していることからも、水産分野における同国政府の協
力体制は良好と判断される。他方、今回の協議では、普及活動についての考え方が日本側
とト国側で分かれ、普及分野の専門家の投入等が継続協議事項となった。プロジェクトの
目的達成のためには「普及活動」が重要との認識では一致しているものの、普及員 C/P に
対する研修やセミナーの開催だけで漁民への普及が達成されると考えるト国側と、専門家
と C/P さらに漁民が一体となって地域特性に応じた OJT が必要であるとする日本側の考え



 

方が、今回の協議では折り合うまでに至らなかった。普及分野の専門家の任期となってい
る 9 月までに、さらに双方で検討を進め、協議の場を設定することとなった。いずれにし
ても今後は各技術分野の連携を活動に反映・強化させることがプロジェクトの課題である。

 
2. 効果発現に貢献した要因 
綿密な計画を前提として、専門家の技術力と指導力が優れていたこと、および前回のプロ

ジェクトで育成されたカウンターパートの意欲、能力が高かったことが上げられる。 
 
3. 問題点及び問題を引き起こした要因 
(1) 計画内容に関すること 
これまでに計画面での大きな問題は発生していない。オブザーバー（トリニダード水産局

の資源管理における調査員）の配置の遅れによる同分野専門家の活動計画に関する微調整は
必要であったが、プロジェクト目標を損ねることなかった。また、プロジェクトの進捗に伴
い、実施機関にトバゴ水産局を加えるなど、現実に即した形で計画の調整が行われている。
 
(2) 実施プロセスに関すること 
チームリーダーをはじめ業務調整員、専門家の活動現場でのカウンターパートとのコミュ

ニケーションは良好である。しかし、プロジェクトの後半に入り、普及活動に比重が移ろう
とする中、資源管理および普及活動に関して、トリニダード水産局長とプロジェクト専門家
との見解の違いがプロジェクトの実施に少なからぬ影響を与えている。 
 
4. 提言 
今後のプロジェクト活動を円滑に進めていくためには、日本国内とプロジェクトとの綿密

なコミュニケーションが重要である。また、プロジェクト内では上述の普及分野を含めた各
技術分野の専門家及び C/P 間の意識の統一を図り、具体的活動での調整を行う必要がある。
さらに、各技術分野間での連携した活動が一層活性化することが望まれる。 
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第 1 章 中間評価調査の概要 

 

1-1. 調査団派遣の経緯と目的 

 

ト国は約 75,000km2 の専管水域を有し、周辺には好漁場が形成されている。年間水揚げ

量は約 7,000 トン～10,000 トンであるが、混獲魚の投棄が多く、水揚げ量と同量の漁獲物

が市場価値の低さから投棄されていると推測されている。また、約 8,000 人の漁業従事者

のほとんどを占める零細漁民の所得水準は低い。さらに、漁獲対象が大陸棚の沿岸資源に

偏っていることから、資源の枯渇が懸念されている。 

 これらの問題を解決するためト国では指導的人材の育成が最優先課題となっていた。そ

のため、JICA は水産セクターの人材育成機関であるカリブ漁業開発訓練所（Caribbean 

Fisheries Training and Development Institute: CFTDI）の教育訓練能力を向上させるこ

とを目的として、プロジェクト方式技術協力「漁業訓練計画」（1996 年 4 月 1 日～2001 年 3

月 31 日）を実施した。その結果、漁業技術、漁船機関、水産加工の３分野において教官が

育成され、漁業従事者を含めた水産業従事者を対象とした研修会を行うことが可能となっ

た。また、広域技術協力推進事業を実施し、ト国のみならずカリブ域内の技術の向上に寄

与した。 

 一方、ト国水産局の水産資源管理に関する活動が統計データに基づく資源量評価に限ら

れており直接漁業者を対象とした指導的な活動が行われていないこと、また、CFTDI から離

れた地域に住む水産業従事者にとって研修の機会が少ないことや、漁業者の活動への助言

および情報提供を行うべき普及員が育成されていないことが課題となっており、我が国に

プロジェクト方式技術協力（現 技術協力プロジェクト）を要請してきた。 JICA は 2001

年 9 月から 5 年間の予定で、「水産局とカリブ漁業開発訓練所（CFTDI）の相互協力により、

水産資源を持続的に利用するための普及および訓練活動が実施されること」を目的として

本プロジェクトを実施している。 

現在は長期専門家 6 名（チーフ・アドバイザー、業務調整、資源管理、試験操業技術・

漁具開発、水産食品加工技術・流通、水産普及）がプロジェクトサイトであるチャガラマ

ス（首都ポート・オブ・スペイン近郊）を本拠地として、それぞれの担当分野での活動を

行っている。プロジェクトが行う主な項目は次の通りである。 

 

（1）水産局の資源管理機能が向上する。 

（2）CFTDI の試験操業技術・漁具開発分野、水産食品加工技術・流通分野、漁船機関分野

の技術能力が向上する。 

（3）水産局および CFTDI の水産普及能力が向上する。 

 

本調査は、プロジェクト期間の中間時点で、上述した活動の実績、目標の達成度等を評

価し、その結果により計画の方向性を確認・修正することを目的として実施するものであ

る。  
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1-2. 調査団の構成と調査日程 

 

1-2-1. 調査団の団員構成 

 

1) 総括      勝山 潔志 

国際協力機構 農村開発部 調査役 

2) 水産資源管理     西田 勤  

独立行政法人水産総合研究センター 

遠洋水産総合研究所 国際海洋資源研究官 

3) 評価分析    宇田川 和夫 

       アイ・シーネット株式会社 コンサルタント 

4) 計画評価    小林 龍太郎 

国際協力機構 農村開発部 

第三グループ 水産開発チーム 職員 

 

1-2-2 調査日程 

月 日   調査内容 

 5 15 日 土 成田→N.Y 及び Toronto                     

  16 日 日 N.Y 及び Toronto→ポート・オブ・スペイン            

先行調査結果確認、専門家打合せ(17:00-18:00) 

  17 日 月 大使館表敬(9：30-10:00）、農業・土地・海洋資源省大臣表敬（10：

00-10:30 加藤大使同席）、CFTDI 施設見学・カウンターパートによ

る進捗状況説明（11：00-12:00）、専門家ヒアリング(13：30-15:00）、

CFTDI 訪問（15：00）、専門家ヒアリング（15：30-18:00） 

  18 日 火 水産局表敬・水産局長との協議(09：30-11:30)                

専門家からのヒアリング・評価グリッド作成(13：00-18:00） 

  19 日 水 POS(09：00) →トバゴ                     

トバゴ議会農業・海洋資源・環境局表敬(10：30-11:00）           

トバゴ島カウンターパートによる活動進捗説明(13：30-14:30）     

トバゴ漁業訓練センター、島内水産関連施設視察（14：30-17:00) 

  20 日 木 トバゴ島水産関連施設視察（09：00-16:30)           

トバゴ(17:15)→ポート・オブ・スペイン 

  21 日 金 プロジェクト合同技術委員会(09：00-12:00)           

専門家との評価結果すり合わせ(13:00-20:00) 

加藤大使主催晩餐会(18:30-20:30) 

  22 日 土 団内での評価結果すり合わせ(全日) 

  23 日 日 ミニッツ案作成(9:00-12:00)                  

専門家とのミニッツ案すり合わせ(14:30-17:00) 

  24 日 月 ミニッツ案に関する協議、PDM 修正等(09：30-20:30) 

  25 日 火 プロジェクト合同調整委員会(09：30-12:30）             

プロジェクト合同調整委員会、ミニッツ署名 (14：30） 

  26 日 水 フィールド調査(8:30-12:00)         

  27 日 木 日本大使館報告(10：00-)                   

PM: ポート・オブ・スペイン→N.Y 及び Toronto 

  28 日 金 N.Y 及び Toronto→ 

5 月 29 日 土 →成田(12:15-14:50 NH009) 

※コンサルタント団員は 1 週間前に着任し、先行調査を実施 
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1-3. 主要面談者 

 

1-3-1．日本側 

 

＜在ト国日本大使館＞ 

加藤大使 

瀬戸書記官 

 

＜プロジェクト専門家＞ 

千賀 和雄 (チーフアドバイザー) 

菅井 博英（調整員) 

藤井 資己（試験操業技術・漁具開発) 

瀧上 總雄(水産食品加工技術・流通) 

柳川 弘行（水産資源管理) 

石田 光洋 (水産普及) 

 

1-3-2．トリニダード・トバゴ側 

 
＜農業・土地・海洋資源省＞ 

Jarette NARINE大臣 

Trevor MURRAY（次官） 

Ann Marie JOBITY（水産局長） 

Selwyn BROOKS カリブ漁業開発訓練所（CFTDI）所長 

Farook HOSEIN 農業計画局 プロジェクト分析官（評価メンバー） 

Charles NURSE カリブ漁業開発訓練所（CFTDI）職員（評価メンバー） 

Elizabeth MOHAMMED 水産局職員（評価メンバー） 

＜トバゴ議会＞ 

Erol Caesar 農業・海洋資源・環境局 水産部局次長 

＜その他＞ 

プロジェクト C/P 

 

 

1-4. 評価項目・評価方法 

 

評価の目的はプロジェクトが R/D、PDM にのっとって実施されているかを評価することお

よび、今後の活動についての提言と対応策をそれぞれの政府に対して行うことである。従

って、プロジェクトの実績、プロジェクトの運営実施体制を把握した上で、JICA 事業評価

ガイドラインに基づき、妥当性、有効性、効率性、インパクトおよび自立発展性の 5 項目

評価を実施した。 

 

今回の調査は、日本側とトリニダード・トバゴ側調査団と合同で実施した。トリニダー

ド・トバゴ側調査団のメンバーは、農業・土地・海洋資源省計画局から 1 人、カリブ漁業

開発訓練所から 1 人、水産局から 1 人が参加した。メンバーの氏名と所属は以下のとおり

である（和名は 1-3-2 に記載）。 

 



- 4 - 

表１－１ トリニダード・トバゴ評価メンバーの氏名と所属 

氏名 所属 

Mr. Farook HOSEIN Project Analyst, Agricultural Planning Division, 

Ministry of Agriculture, Land and Marine Resources 

Mr. Charles NURSE Technical Instructor (Seafood Technology), Caribbean 

Fisheries Training and Development Institute (CFTDI),

Ministry of Agriculture, Land and Marine Resources 

Ms. Elizabeth MOHAMMED Fisheries Officer, Fisheries Division, Ministry of 

Agriculture, Land and Marine Resources 

 

1-4-1. 評価項目 

評価ガイドラインに基づき、5 項目の評価に関する調査項目を以下のように定めた。 

 

妥当性  

プロジェクトの上位目標がトリニダード・トバゴの開発政策と一致しているか、プロジ

ェクト目標が上位目標の達成に貢献し、日本の援助政策とも合致しているかを調査すると

ともに、プロジェクトデザインの妥当性、実施機関の選択の妥当性、社会正義の視点から

の妥当性、他のプロジェクトとの一貫性、日本の技術の持続性という観点から調査する。 

 

有効性  

プロジェクト目標が達成されつつあるか、プロジェクトデザインが目標達成に効果的で

あったか、目標達成に影響する他の要素があったのかについて調査する。 

 

有効性 

日本側投入、トリニダード･トバゴ側投入が適切でタイミングよく行われたか、投入が成

果に結びついていか、サポートシステムは十分に機能していたかについて調査する。 

 

インパクト 

上位目標の達成度、およびプロジェクトの活動により予期していなかった正負のインパ

クトがあったかどうかについて調べる。 

 

持続性 

プロジェクト終了後、トリニダード・トバゴ独自でプロジェクトの成果を継続・発展さ

せていくことができるかを、制度・組織的観点、財務的観点、技術的観点、機材の使用と

保守管理の観点から調べる。 

 

1-4-2. 評価方法 

当プロジェクトは 2001 年 3 月末まで 5 年間にわたり実施された「トリニダード・トバゴ

漁業訓練計画」を発展させた形で開始したもので、前プロジェクトでの知見を踏まえつつ、

事前調査の段階から PCM ワークショップを取り入れて計画を策定した。このため、PDM、活

動内容、活動計画ともに完成度が高いものが作られている。 

なお、プロジェクトが開始された 2001 年 9 月以降、2002 年 6 月に運営指導（計画打ち合

わせ）調査団が派遣され、PDM の改定が行われている。 

 

今回実施した中間評価ではプロジェクトの初期の目標と現在の問題点を明確にするため

に、特に評価用の PDM を事前に作成せず、2003 年 3 月の合同委員会により変更された現状

PDM を基準にして評価し、問題点の対応に関する協議に資するように心がけた。 
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また、その上で評価チームよりＰＤＭ（Ｒ／Ｄ）の改定案を示すこととした。なお、こ

の改定案は本調査と同時期に行われたプロジェクト合同調整委員会に了承され、正式な変

更となっている（詳細は第 3 章に記載）。 

2001 年プロジェクト開始後のＰＤＭの変更点の履歴を次ページの表 1-2 にまとめた。 

 

評価を実施するに当たり、事前に実績グリッドと評価グリッドの質問部分を作成して情

報とデータの入手方法および確認事項を明らかにした上で調査に臨んだ。 

調査はプロジェクトに関連した報告書のレビュー、専門家、カウンターパートなどプロ

ジェクト関係者へのインタビューおよび質問票により行われた。評価は日本とトリニダー

ド・トバゴの合同で行われ、専門家とカウンターパートへの個別インタビューについても

トリニダード・トバゴ評価メンバーとともに行い、実績グリッドと評価グリッドを完成さ

せた。 

 

なお、本プロジェクトの専門家および C/P が実施している広域技術協力事業(RTCPP)に関

しては、プロジェクトの PDM 及びその活動上で計画されているものではないため、今回の

中間評価の対象とはならないが、別途関係者にアンケートを実施したため、これを別添資

料 2 に取りまとめた。 
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プロジェクトの要約  
2001 年 オリジナルＰＤＭ  

2002 年 6 月 
計画打ち合わせ時の改定 

2003 年 3 月 
合同会議時の改定 

上位目標 
ト国の漁業者により、水産資源
を持続的に利用できる漁業活動
が行われる。 

変更なし 変更なし 

プロジェクト目標 
水産局(資源管理部門及び普及
部門)及び CFTDI が協力して、水
産資源を持続的に利用するため
の普及・訓練活動が実施される。 

協力機関にトバゴ水産局
(Department of Marine 
Resources and Fisheries, THA）
が追加された。 

 
変更なし 

 
成 果 
１．水産局（資源管理部門）の

技術能力が向上する。 
２．CFTDI の漁業技術、漁船機

関、水産加工・流通分野の
技術能力が向上する。 

３．水産局ならびに CFTDI の普
及能力が向上する。 

 
成果の指標 
１-１. プロジェクト２年目終

了時までに６人の水産局職
員が CPUE(単位あたり漁獲
量)分析について訓練され
る。 

１-２. プロジェクト３年目終
了時までに６種類以上の魚
種の生物学的データが収集
される。 

１-３．プロジェクト３年目終了
時までに４隻以上の沖合漁
船を対象に、訓練された調
査員 による船上調査が実
施される。 

１-４．プロジェクト１年目終了
時までに３人以上の調査員
が操業日誌データの照合及
び生物学的データの収集に
ついて訓練を受ける。 

１-５. プロジェクト終了時ま
でに、かご漁業、刺網漁業
等２つ以上の漁業に対し、
環境に配慮した漁具が推薦
される。 

２-１．プロジェクト４年目終了
時までに、１-４に示す適切
な漁業管理計画のもとに推
薦された新しい技術に対す
る CFTDI カウンターパート
の理解度が７０％以上にな
る。 

２-２．プロジェクト終了時まで
に各分野１種類以上の新し
い教本が作成される。  

２-３．プロジェクトで開発・評
価された技術が研修コース
カリキュラムに盛り込まれ
るようになる。 

２-４．プロジェクトで開発・評
価された技術が漁村等のコ
ミュニティにおける研修会
のカリキュラムに盛り込ま
れるようになる。 

２-５．プロジェクト４年目終了
時までにカウンターパート
が２種類以上の新しい水産
物加工品を独自で作れるよ
うになる。 

３-１．プロジェクト終了時まで
に普及員の各分野の技術に
対する理解度が６０％以上
になる。 

３-２．プロジェクト３年目終了
時までに普及員の普及手法
に関する理解度が６０％以
上になる。 

３-３．プロジェクト終了時まで
に普及システムが確立す
る。 

 
 
 
 
 
 
３．CFTDI が外れ、変わってト
バゴ水産局が加わった。 
 
 
指標１-１が１-４となり、6 人
のオフィサーが 4 人に変更さ
れた。 
指標１-２は１-３に、１-３は
１-２に、１-４は１-１に、１
-５は１-７に番号が変更にな
った。 
「指標１-５プロジェクト終
了時までに 1 種類以上の教本
が作成される。」が追加され
た。 
「指標１-６プロジェクト終
了時までに 2 種類以上の刊行
物の原稿が作成される。」が追
加された。 
「指標１-８プロジェクト終
了時までに適切な漁業管理方
策に関する勧告が策定され
る」が追加された。 

 

 
１．「トリニダード水産局及び
トバゴ水産局の資源管理能力
が向上する」に変更となった。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
指標２-１で引用されている１

-４を 1―８に変更され
た。 

指標２-３ 期限をプロジェク
ト開始後 4年目までと明確に
示した。 

指標２-４ 期限をプロジェク
ト開始後 4年目までと明確に
示した。 
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表 1－２ プロジェクトＰＤＭの変更履歴 （2003 年 3 月現在） 

表 1－２ プロジェクトＰＤＭの変更履歴 （2003 年 3 月現在）前ページの継続 

 
 
 
 
 
 

プロジェクトの要約  
2001 年 オリジナルＰＤＭ  

2002 年 6 月  
計画打ち合わせ時の改定 

2003 年 3 月 
合同会議時の改定 

 
活 動 
 
１-１． 調査員訓練プログラ

ムの実施。 
１-２． 漁獲量、漁獲努力量

および生物学的データの
収集。 

１-３． 零細、沿岸漁船から
の漁獲量・水揚げ量および
漁 獲 努 力 量 を 用 い た
CPUE(単位当り漁獲量)分
析。 

１-４． 社会経済データおよ
び情報の収集・分析。 

１-５． かご、刺網を対象に
した漁具選択性の研究。 

２-１-１．漁具選択性のため
の試験操業を行う。 

２-１-２．導入された漁具の
適正を評価する。 

２-２-１．漁船機関の保守・
管理。 

２-２-２．適切な漁獲物保存
のための冷凍機の保守・管
理。 

２-２-３．ガソリンとディー
ゼル船外機の比較評価。  

２-３-１．水産食品消費デー
タの収集・分析。 

２-３-２．鮮魚取り扱い施設
の標準に関する概念の確
立。  

２-３-３．新製品開発。   
２-３-４．市場外の適切なる

販売施設についての調査
研究。 

２-３-５．鮮魚取り扱い適正
技術の全国域促進。 

３-１．CFTDI カウンターパー
ト及び水産局の普及員に
普及手法を指導する。 

３-２．普及員を水産資源管
理、試験操業技術・漁具開
発、水産食品加工技術・流
通ならびに漁船機関の４
分野について訓練する。 

３-３．普及員を中心とするワ
ークグループによる漁業
者参加型漁業管理の促進。 

３-４．普及員により訓練及び
情報資料を作成する。 

 
資源管理分野で、次の２つの
活動が加わった。 
 
「１-６ トバゴプロジェク
ト：水産統計の確立とトビウ
オの漁業の研究」が追加され
た。 
「１-７ 適切な水産資源管
理施策のドラフトが作られ
る」が追加された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
２-２-３ 「油圧機器の保
守・管理」に全面的に変更し
た。 
 
 
 
 
 
 

 
２-３-５文末に「計画をつく
る」を加える。 
３-１「トリニダード水産局
及びトバゴ水産局の普及員
に普及手法を指導する」に変
更。 
 

 

 
変更なし 
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第2章 プロジェクトの実績と現状 

 

2-1. 投入実績 

 

2-1-1. 日本側投入 

（1）長期専門家派遣 

6 分野、6 人の長期専門家が派遣された。全ての専門家は与えられた職務を遂行する能力

があると判断された。水産普及の専門家については、プロジェクト開始初年度は短期専門

家が派遣され、主に普及手法についての指導が行われた。その後プロジェクトの進捗に伴

い、プロジェクトの成果を実際に普及する必要があることから、2003 年に長期専門家が派

遣されることとなった。 

 

千賀 和雄 (チーフアドバイザー) 01/9/25～04/9/24 

菅井 博英（調整員) 01/9/25～04/9/24 

藤井 資己（試験操業技術・漁具開発) 01/9/25～04/9/24 

瀧上 總雄(水産食品加工技術・流通) 01/9/25～04/9/24 

柳川 弘行（水産資源管理) 01/9/25～04/9/24 

石田 光洋 (水産普及) 03/10/10～04/10/9 

 

（2）短期専門家派遣 

8 人の短期専門家が計画通り派遣された。油圧機械専門家が派遣される予定であったが、

予定された専門家の健康面での都合から延期された。派遣された全ての専門家が与えられ

た情況の中で、要求された職務を遂行している。 

 

山下 東子（水産資源管理・普及) 02/3/5～3/30 

林 英一（水産食品加工技術･流通) 02/11/30～12/19 

土居 和彦（入札・施工管理) 02/8/15～9/28 

土居 和彦（施工管理・完工検査) 3/2/23～3/23 

森光 律夫（定置網改良のための設計・製作技術) 03/2/15～4/20 

西田幸二（冷凍機保守管理) 03/2/22～5/11 

松岡達郎(刺網漁具選択性試験) 03/8/22～9/12 

西澤義壽(4 ｽﾄﾛｰｸ船外機の保守) 04/3/20～4/11 

 

（3）カウンターパート本邦研修 

8 人のカウンターパートが予定通り日本での研修を行なった。大部分の研修が帰国後のカ

ウンターパートの業務に役に立っていると判断された。研修を受けたカウンターパート名

と研修名、研修期間は以下の通り。  

 

Ms. Nerrisa Nagassar（沿岸資源管理/漁獲選択性) 02/8/20～02/12/1 

Ms .Suzuette Soomai (水産資源管理) 03/1/7～03/2/23 

Mr. Erol D Caesar（資源の適正利用のための沿岸漁業技術) 03/2/23～03/6/22 

Mr. Emanuel Augustine Mitchell（船舶機関) 03/3/6～03/4/5 

Ms. Maureen C. James（漁獲物処理と水産物の一次加工) 03/7/1-10/5 

Ms. Lara Ferreira(沿岸漁業管理/個別研修 最尤法モンテ・カルロ モデル) 03/7/17-9/2 

Dr. Arthur Potts(熱帯島嶼国における総合沿岸資源管理) 03/9/23-03/11/07 

Mr. Harnarine Lalla(水産普及活動) 03/7/1-31 

 

（4）機材供与 
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全ての資機材（車両、機材、資材）は予定通り購入された。また、トバゴ水産訓練セン

ターが計画・建設された。主な資機材を以下に示す。 

 

2001年度 (ダブルキャビン４WDピップアップトラック, 32フィート漁船など.) 29,301,000

円 (TT$1,583,837) 

2002 年度 (フィレ製造機、万能投影機、 25 人乗り中型バスなど) 20,014,000 円 

(TT$1,081,837) 

2002 年度 (トバゴ水産訓練センター建設と同センター資機材など.) 34,992,800 円 

(TT$ 1,891,502) 

 

また、広域技術協力プログラム関連でもカリブ諸国向け資機材は計画通り供与された。 

2002 年度  8,277,788 円 (TT$447,448.00) 

2003 年度  7,667,898 円 (TT$414,481.00) 

 

（5）運営管理費 

出張旅費、事務機器、スペアパーツ、通信費、広域プロジェクトなどの経費が以下の通

り支出され、プロジェクトの活動は予定通り実施された。  

 

2001 年度 13,402,000 円 (TT$724,432.00) 

2002 年度 19,490,600 円 (TT$1,053,545.00) 

 

2-1-2. トリニダード側投入 

（1）カウンターパートの配置 

2 人の管理部門カウンターパートと 17 人の技術部門のカウンターパートがプロジェクト

活動のため配置された。ただし、カウンターパートの関与の度合いは分野によって異なっ

ている。 

 

Ms. Ann Marie Jobity, Director of Fisheries (管理部門) 

Mr. Selwyn Brooks, Principal of CFTDI (管理部門) 

Dr. Arthur Potts, Senior Fisheries Officer (資源管理) 

Ms. Louanna Martin, Fisheries Officer (資源管理) 

Ms. Lara Ferreira, Fisheries Officer (資源管理) 

Ms. Suzuette Soomai, Fisheries Officer (資源管理) 

Ms. Nerissa Nagassar, Fisheries Officer (試験操業技術・漁具開発/資源管理) 

Mr. Joseph James, Mate (Acting Captain) (試験操業技術・漁具開発) 

Mr. Llewellyn Ellis, Mate (試験操業技術・漁具開発) 

Mr. Erol D. Caesar, Fisheries Officer, Dept of Marine Resources & Fisheries ,THA (試

験操業技術・漁具開発) 

Mr. Charles Nurse, Fisheries Officer, Instructor of Fish Processing, CFTDI (水産

加工・流通) 

Ms. Muriel Quamina, Master tradesman, CFTDI (水産加工・流通) 

Mr. Calvin Alexander, Fisheries Officer, Dept of Marine Resources & Fisheries,THA 

(水産加工・流通) 

Mr. Harnarine Lalla, Fisheries Officer (水産普及) 

Ms. Michelle Picou-Gill, Fisheries Officer (水産普及) 

Mr. Azeem Khan, Fisheries Assistant (水産普及) 

Mr. Terrence Holmes, Fisheries Officer, Dept of Marine Resources & Fisheries,THA (水

産普及) 
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Mr. Pooran Mohan, Technical Tools Storekeeper, CFTDI (船舶機関) 

Mr. Rooplal Dowlat, Vessel Engineer, CFTDI (船舶機関) 

 

（2）土地・建物など 

土地、建物、事務所、船舶などの施設利用が予定通り提供された。 

特に CFTDI では、建物と事務所の提供がなされた。なお、来年度までにはト国によりプ

ロジェクトのために網製作場が建設される予定であり、ト国側がプロジェクトに協力的で

あることを窺うことができた。日本から供与された 2 隻の船舶についても実習や試験操業

時の使用に問題は生じていない。 

 

（3）運営・管理 

運営管理コストは予定通り拠出され、活動は問題なく実施された。 

 

以上のとおり、投入は適切に実施され、活動に有効に結びついている。 

 

2-2. 成果の達成度と活動状況 

 

（1）アウトプット１「トリニダード水産局およびトバゴ水産局の資源管理能力が向上する」

の達成度および活動状況 

 

プロジェクト１年目終了時までに３人以上のオブザーバー（トリニダード水産局の資源

管理における調査員）が操業日誌データの照合と生物学的データの収集について訓練を受

ける計画であったが、水産局側でオブザーバーを雇用できなかったため訓練は 3 回にわた

り延期されており、未だ実現されていない。このため、訓練されたオブザーバーによる船

上調査がプロジェクト期間中に実施される可能性も低くなっている。訓練と船上調査を実

施するためにはオブザーバー候補者をト国側が早期に決定する必要がある。専門家側では

船上でデータ収集を行なうオブザーバー用の講義計画とマニュアルの準備を行うなど活動

を進められている。 

 

プロジェクト３年目終了時までに６種類以上の魚種の生物学的データが収集されるとい

う計画で、当初は上記のオブザーバープログラムから得られたデータを解析する予定であ

った。しかし、同プログラムが開始されないことから、新漁具の試験操業によって漁獲さ

れた魚類、ソデイカを用いた生物学的データの分析を行うこととなった。2 週間の定置網操

業による漁獲データから、種の分類と構成、体長-体重の関係について 19 種類の魚類にお

けるデータが取りまとめられた。ソデイカの生物学的特徴についてはカウンターパートだ

けでなく海洋研究所（IMA)の研究者と共同で分析が行なわれている。 

 

プロジェクト３年目終了時までに４人の水産局職員が CPUE(単位努力量あたり漁獲量)分

析について訓練されるという計画では、CPUE を含めた資源解析に関する理論について長期

専門家と短期専門家による技術移転が間もなく開始される予定である。カウンターパート 4

人に対して、現在 SPSS ソフトウエアプログラムを用いた CPUE の解析理論の指導が開始さ

れている。 

 

教本の作成については、専門家によって水産資源管理のための教科書ドラフトが域内研

修プロジェクト用に作られている。このドラフトを基にして、専門家とカウンターパート

で改訂版を作成する予定で、順調な進捗をみせている。なお、プロジェクト終了時までに

少なくとも 2 編の水産資源の生物学的解析および CPUE 解析に関する論文の発表準備が終わ

ると見込まれている。 
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刺網目合い選択性の研究のためにサワラ（serra spanish mackerel (現地名 carite)）の

生物学的データの予備解析が終了している。今後は水産局独自で研究を行なうことになり、

専門家の指導の必要はなくなる見込みである。漁村の社会経済学的調査が計画されていた

（活動計画 4-1)が、カウンターパートが配置されなかったため、活動は行なわれていなか

った。その代わりに、水産局と専門家の間で、今後はカゴ漁業のゴーストフィッシング防

止のための研究を行なうことが合意された。 

 

プロジェクト終了時までに適切な漁業管理方策に関する勧告が策定されるという計画に

ついては、上記の諸活動の成果を待つ必要があり、現時点では不明と言わざるを得ない。 

 

（2）アウトプット 2「CFTDI の試験操業技術・漁具開発、水産食品加工技術・流通、漁船

機関分野の技術能力が向上する。」の達成度および活動状況 

 

プロジェクト４年目終了時までに、適切な漁業管理計画のもとに推薦された新しい技術

に対する CFTDI カウンターパートの理解度が７０％以上になることが想定されている。漁

業技術のカウンターパートは環境に優しい刺網のコンセプトを今まで行われてきた講義と

目合い選択性試験をとおして理解している。カウンターパートは目合い選択性試験に用い

る漁具の設計、製作から試験操業までの一連の作業を自身で実施できるようになっている。

従って、刺網の目合い選択性試験についての技術移転は完了したといえる。 

 

2 人のカウンターパートは改良型 FAD（浮き漁礁）の製作から設置までの作業を既に習得

している。現在は改良型 FAD の効果についての調査を実施中である。ソデイカ漁業につい

ては資源の調査段階にあるが、トバゴ沖やカリブ諸国に資源が存在することが確認されて

いる。2 人のカウンターパートは広域研修において、カリブ諸国の人材にこの漁法の指導を

開始している。また、彼らは、設計図があれば、定置網の製作を行い操業も自身で実施で

きるようになっている。しかし、定置網の設計や設置を自身できるようになるためには、

さらに時間がかかる模様である。今後、定置網漁の季節性についての調査が行なわれる予

定である。 

 

こうした漁業技術が実際に定着するかについては、資源管理分野や経済社会調査と連携

した検討が必要であり、プロジェクトの後半は各分野の連携活動が期待されている。 

 

プロジェクト終了時までに各分野１種類以上の新しい教本が作成される計画であるが、

それぞれの分野でマニュアルの多くは既に作成されている。水産加工分野、漁業技術分野

および船舶機関分野のカウンターパートは全員 CFTDI に所属しており、彼ら自身でマニュ

アルを作成することができるようになっている。 

 

プロジェクト４年目終了時までに開発・評価された技術が研修コースカリキュラムに盛

り込まれるようになるという指標については、水産加工分野のカウンターパートはすり身

加工製品や魚醤の製作などにについて、既に 3 回にわたって広域技術協力における研修コ

ースの授業で講師を努めた。また、漁業技術のカウンターパートも既にソデイカ漁獲技術、

FAD 漁業、定置網漁業について講義していること、船舶機関のカウンターパートも同様の講

義を短期専門家によって紹介された新しい技術を基に実施していることから、この指標は

既に達成していると考えられる。 

 

プロジェクト４年目終了時までに開発・評価された技術が漁村等のコミュニティにおけ

る研修会のカリキュラムに盛り込まれるようになるという指標では、漁船機関のカウンタ
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ーパートは既に水産局と連携して漁村における訓練コースを実施している。試験操業技

術・漁具開発および水産加工のカウンターパートは漁村レベル啓発活動を実施する能力は

あるが、実際にはト国水産局とプロジェクトとの普及に対する見解の相違（後述）により

実現していない。 

 

プロジェクト４年目終了時までにカウンターパートが２種類以上の新しい水産物加工品

を独自で作れるようになるという指標については、水産加工のカウンターパートは長期専

門家と短期専門家によって紹介された様々な水産加工品（2 種類以上）を製作することがで

きるようなっている。例えば魚醤の製造でも彼ら独自の工夫を製造過程に加えることが出

来る。カウンターパートはこうした技術を用いて新しい製品を作る能力を持っていること

から、指標達成に向けて順調な進捗をみせていると考えられる。 

 

（3）アウトプット３「トリニダード水産局ならびにトバゴ水産局の普及能力が向上する。」

の達成度および活動状況 

 

プロジェクト終了時までに普及員の各分野の技術に対する理解度が６０％以上になると

いう指標設定がなされているが、今回の調査では習得技術の内容や理解度という判断の基

準がプロジェクト関係者間で認識が違い、今後それを明確にする必要があると判断された。

プロジェクトの活動により、トバゴ水産局の 2 人の水産普及員は水産加工と漁業技術開発

の研修を受けているがトリニダード水産局の 3 人の普及員は他の業務に多忙であり、参加

できないでいる。今後は研修コースに参加するよう同水産局も努力する予定である。なお、

水産普及員用の短期の技術訓練コース（1 週間程度）があれば、参加が容易になると予想さ

れる。 

 

プロジェクト３年目終了時までに普及員の普及手法に関する理解度が６０％以上になる

という指標設定も基準が明確ではなく、プロジェクト関係者間で認識の違いが起きている。

普及技術についてはトリニダード、トバゴの両水産局の水産普及員とも研修を受けた経験

がある。JICA 専門家による PCM や発表技術などの指導は今後の普及員の能力強化に役立つ

と考えられているが、現在まで、トバゴでの研修は実施されたもののトリニダードでの研

修は実現していない。 

 

プロジェクト終了時までに普及システムが確立されるという指標も普及システムとは何

かを明確にしなければ、プロジェクト関係者間の共通認識は得がたく、評価も困難である。

ただし、トバゴの水産普及・開発計画のドラフトが専門家とカウンターパートによって作

成されたことは、ひとつの成果と考えられる。一方、普及活動は普及担当者だけによるも

のではなく、水産局（トリニダード、トバゴ、CFTDI を含む)スタッフ全員が取り組むもの

として奨励されるべきと考えられるため、今後プロジェクト計画における普及実施カウン

ターパートの認識の確認が必要である。 

 

専門家が水産局を通して水産関係機関と相互関係を築くことを許されるという前提条件

について、プロジェクトではソデイカの研究についての情報の共有を海洋研究所（IMA）と

行うようになっている。 また、西インド諸島大学の教員とは水産物消費調査を共同で実施

している。さらに、FAO が主催する域内の浮き漁礁会議に、専門家とカウンターパートが招

待されて報告書を発表するなど、国の内外でのプロジェクトと外部機関との協調は順調に

行われている。 

 

上述した普及分野における関係者の認識の相違とは、JICA 専門家チームが、普及分野 C/P

および実際に漁業に従事する漁民等のステークホルダーが共同して、プロジェクト活動の
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範囲内で積極的な活動を展開することが成果（アウトプット 3）の発現には欠かせないと考

え、またこれらの活動を通じて普及分野の C/P の能力向上がより効果的に望まれると考え

るのに対して、トリニダード水産局が、同活動はト国独自で行うことが出来るものであり

（プロジェクト活動の範囲外）、プロジェクト内の活動としては、セミナーや研修等による

普及分野 C/P の能力向上のみと考えていることに起因する。 

アウトプットの達成に影響を与えた正負の要因としても、定置網などの新しい漁法の導

入の際など、このような意見の相違が見られ、プロジェクト活動に支障をきたしていた。 

今回の調査ではプロジェクト活動への漁民の参加についてはある程度両者の間で合意が

得られたが、それに関わる人材の投入（普及分野の長期専門家およびＣ/Ｐ）や、新しい漁

法を導入する際など各技術分野間の連携作業は、今後とも解決していかなければいけない

問題として残っている。PO の見直しを行い、各技術分野間の活動がもっと連携したものに

なるように修正することを提案する。 

 

総合的に見て、アウトプットの達成状態は、プロジェクトの目標に向けて順調に進捗し

ている。終了時までにはプロジェクトのアウトプットの大半は十分に達成できると予想さ

れる。 

しかしながら、今後の焦点となる普及活動については、普及専門家の配置と常時カウン

ターパートとなる普及スタッフの増員、そして同専門家およびカウンターパートの活動に

対する水産局の強いコミットメントなくしては目標を達成することが困難であると考える。 

 

 なお、成果の達成度を図る上で、ＰＤＭ上の改定が必要となると判断される項目に関し

ては、今回、本調査チームによりプロジェクト合同調整委員会に対して改定案を示し、こ

れが同委員会で了承されている。これらの項目は第 3 章にて詳しく明記する。 

 

2-3. プロジェクト目標の達成度 

 

「トリニダード水産局、トバゴ水産局ならびに CFTDI の相互協力のもとに、水産資源を持

続的に利用するための普及・訓練活動が実施される」というプロジェクト目標の達成度を

はかる指標として次の３つの指標が挙げられている。 

 

「プロジェクト終了時までに２つ以上の水産資源に関する計画・勧告・規則が作成される」。

現在、水産資源管理に必要なデータと情報が収集・解析されつつある。こうしたデータは

定置網や FAD（浮き漁礁）を使った漁業分野の操業試験で得られたものが含まれている。社

会経済データの収集は今後始められる予定である。 

 

「普及活動に係る計画・実施・評価が普及活動促進委員会によって毎年維持される」。 

地域水産普及ワークグループ（トバゴ水産局を中心とした普及担当者によるグループ）が

設立された。地区レベルでの啓蒙普及活動がまもなく開始される予定である。しかし、技

術普及活動が実施可能なのかどうかは今後注視していく必要がある。  

 

「カウンターパートが独自に開催する研修会が毎年４回(参加者 20 名/回)のレベルを保つ」。

CFTDI では漁村における普及コースやワークショップを年に数回実施している。こうしたコ

ースやワークショップには船舶機関、水産加工、漁業技術分野のものが含まれており、コ

ースの内容には専門家から技術移転されたことがらが含まれている。 

 

これらのことから、現在の段階ではプロジェクト目標の全体的な達成度の現状は満足で

きるものであった。トリニダード水産局、トバゴ水産局、そして CFTDI の相互協力関係は

プロジェクト活動の進捗と共に強化されている。いくつかの部分で改善の必要性はあるこ
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とは重要な事実であるが、これらが解決されればプロジェクト目標は達成できるものと推

察される。 

なお、プロジェクトに関係する機関とカウンターパートの所属部署を明らかにするため

に、次ページに組織図を示す。 
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事務官／秘書

日払いスタッフ6人

2004年　現在のトリニダッド水産局　組織図
特に関係のある部署は灰色で示した

水産局次長
技術サービス部門

水産局長

水産専門官　5人

技術アシスタント2人

経済・統計
ユニット

海面漁業解析
ユニット

水産専門官　1人

技術アシスタント　1人

底引き網　船長

底引き網船　機関長

秘書　1人

コンピューター係り1人

日払いスタッフ　4人

日払い運転手3人

増養殖ユニット

水産専門官1人

技術アシスタント1人

水産アシスタント1人日払いスタッフ　3人

統計データ収集者　2人 日払いスタッフ5人

水産専門官3人

普及担当官1人

CFTDI出向1人

養殖池見張り3人

管理部門

トリニダッド水産局

水産アシスタント1人

事務官2人

事務官3人

秘書2人

メッセンジャー1人

日払いスタッフ　2人

日払い運転手3人

普及ユニット

 
図１ トリニダード水産局組織図 

 

2004年　現在のCFTDI　組織図
特に関係のある部署は灰色で示した

カリブ漁業開発訓練所

 海上安全教
官

航海術教官

 プロバイダー
II号船長

甲板員／賄

プロバイダー号船長

航海士

機関士

甲板員／賄

甲板員

甲板員

水産加工技官

技術教官

水産加工アシス
タント

エンジニアリ
ング技官

機械室技官メイド
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第3章 評価結果 

 

3-1. 評価 5 項目による分析および R/D(PDM)の改定 

 

3-1-1. 妥当性 

プロジェクトの上位目標に関して、ト国の食糧生産・水産資源に関するセクター政策

（2001-2005 年）では再生産可能な天然資源の持続的な管理の重要性を強調している。トリ

ニダード水産局長および農業・土地・海洋資源省プログラム・プロジェクト局次長の両者

ともプロジェクト上位目標が国家政策と一致していることを確認した。 

プロジェクト目標はトニリダード水産局の掲げる「水産資源の持続的な管理と資源保全」

という基本方針に沿ったものとなっており、上位目標の達成に繋がっている。 

トリニダード水産局の戦略計画（ドラフトの段階）によれば、水産局の目標は「政府と

民間セクターのステークホルダーの間の連携と対話を促進し、トリニダード･トバゴの水産

資源の持続性を確かなものとする」となっている。また、組織の役割には、「情報提供、教

育・訓練によりステークホルダーのエンパワーメントを図る」という項目があり、プロジ

ェクト目標と一致している。 

日本政府および JICA の方針に関して、日本政府によるカリブ地域援助分野の中には水産

分野への支援が含まれている。JICA は農村部での貧困削減・解消および持続的開発を達成

するための自然環境保全に重点を置いていることから、本プロジェクトの活動は日本の政

府援助方針および JICA の方針と一致する。 

これらのことから上位目標、プロジェクト目標は適切に設定されていると判断できる。

また、アウトプット、活動および投入の関係も第２章に述べられたとおり概ね適切である。

ただし、普及分野の活動に関しては、普及分野 C/P と共に、漁民の参加を今以上に促進さ

せる必要があると考えられるため、今後、ト国側と協議していく必要がある。 

 

プロジェクトの機関に関して、トリニダード水産局、CFTDI、トバゴ水産局の 3つの機関

がプロジェクトの C/P 機関となっているが、これらはト国において漁業管理、開発、訓練

に責任を持つ機関であり、プロジェクトの実施には適切である。今後、プロジェクト目標

を達成する上で 3 機関のさらなる連携が望まれる。 

プロジェクトの裨益対象に関して、活動の全ての要素が零細漁民の持続的な生計向上に

配慮しており、プロジェクト活動は経済的平等を推進していると分析できる。ト国の女性

は漁獲物の処理や加工ばかりでなく、漁業も行なっているため、プロジェクト活動はジェ

ンダー的な要件も満たしている。 

他のプロジェクト等との連携に関して、現在、日本政府によりト国で実施されている援

助は本プロジェクト以外にはない。ただし、FAO/WECAFC(中西部大西洋漁業委員会） によ

るエビと底魚資源管理アドホックグループ（オブザーバープログラム）による活動、 CRFM

（カリブ海地域水産機構）の活動および本プロジェクトの活動はト国の水産資源管理能力

強化を相互に高め合っている。しかしながら、C/P は仕事の量が増加するために JICA 専門

家との時間が十分に取れないという問題も抱えている。 

日本の漁業管理の経験および技術の妥当性に関して、ト国の漁業管理を行う者にとって、

管理手法の選択性を広げるという意味で役に立つと考えられる。 

 

全般的に、政策レベルでのプロジェクトの妥当性は高く、プロジェクトデザインにおい

ても、活動の絞込みと、専門家や資機材等、資源の投入の集中化を図るなど、アウトプッ

トの内容を高める可能性が見うけられる。 

 

3-1-2. 有効性 

第 2 章で詳しく述べたが、プロジェクト目標の全体的な達成度の現状は満足できるもの
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であった。トリニダード水産局、トバゴ水産局、CFTDI の相互協力関係はプロジェクト活動

の進捗とともに強化されている。以下に述べるように、いくつかの点で改善の必要がある

ものの、プロジェクト目標は、ほぼ予定通り達成できるものと推察される。  

 

アウトプットの達成状態は、プロジェクトの目標に向けて順調に進捗している。終了時

までにはプロジェクトのアウトプットは十分に達成できると予想される。 

しかしながら、今後の焦点となる普及活動については、普及専門家の配置と常時カウン

ターパートとなる普及スタッフの増員、そして漁民とプロジェクト活動との連携に関する

水産局の強いコミットメントが必要である。 

資源管理分野に関しては、資源管理施策と普及活動のためのデータと情報収集活動が開

始された。C/P の能力は技術能力、分析能力ともに向上している。 

新しい漁法の導入による水産資源へのインパクトについて、トリニダード水産局側が資

源への影響に懸念を示したため、一部の活動に遅れが見られた。資源の利用についてトリ

ニダード水産局が非常に慎重な立場をとる一つの理由は、水産局が漁業活動を制限する権

限をもたらす水産政策および法律を持っていないからであると考えられる。法律には漁法

ごとの参入制限や新しい漁法を導入する際の取り決めも含まれるかたちが望まれる。 

 

今回の調査で、トリニダード水産局および JICA 評価チームとの間で資源管理、普及、新

漁具開発分野での活動内容についてある程度の合意が形成されたことは、プロジェクト目

標を達成する上での有効性を向上させるための一助となった。しかしながら、JICA 評価チ

ームは、さらに広範に漁民などのステークホルダーの参加が必要だと考えている。定置網、

FAD、ソデイカ漁業等の活動において、効果的な試験操業を行なうためには、トリニダード

水産局と協議を続け、最も現実的なアプローチを見つけていくことが重要である。 

 

3-1-3. 効率性 

全ての長期専門家は予定通り派遣され、PDM に則った活動が行なわれた。全般的に C/P の

専門家への満足度は高い。また、油圧機器を除く全ての短期専門家は予定通り派遣され、

彼らの活動は C/P から高く評価されている。 

合計 8 人の C/P が予定通りに日本での研修を受けた。大部分の研修コースは C/P の帰国

後の業務に役に立っている。多くの C/P が本研修の内、実習と個別研修部分が特に役立っ

たと報告している。 

機材は予定通り供与され、適切に使用されている。機材供与について、専門家および C/P

からの苦情はない。  

また、日本側から適正量の管理・運営資金が提供され、プロジェクトの運営も順調であ

った。 

 

ト国側では17人のC/Pを配置している。専門家1人に必ず複数のC/Pが配置されており、

専門家からの技術移転を効率的に進める上で望ましいかたちである。ほとんどの C/P は知

識が豊富で、高い教育（訓練）を受けている。ただし、分野によってはプロジェクト以外

の業務で多忙を訴える C/P も存在するため、プロジェクト活動への参加度合いについては、

日常業務等との優先順位のつけ方について、専門家と C/P の間で話し合いの上、調整する

必要がある。 

ト国政府により、土地、建物、施設が十分に提供され、適正な量の活動コストが提供さ

れている。 

 

広域研修事業を含む、専門家および C/P による多くの活動（第 2 章に述べられている）

考えると、アウトプットの達成状況は適当であると考える。 

日本とトリニダード･トバゴの両者の投入は十分であり、適切であった。ただし、普及部
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門など専門家の知識と技術を C/P が十分に活用するために、今後、活動計画を協議してい

く必要がある部分も見受けられる。 

 

3-1-4. インパクト 

直接的なインパクトとしては、専門家から C/P への技術移転は順調に進んでいるものの、

漁民も加工業者もプロジェクトから紹介された技術を適応するまでには今後の時間を要す

る。 

ただし、FAO/WECAFC はプロジェクトの活動が地域の水産振興に役立つということを認識

しており、WECAFC は専門家と C/P を 2004 年 7 月に開催される域内 FAD 会議に講演者として

招待しているなどの波及効果が見られる。 

また、CFTDI が実施する水産加工コースを受講した加工業者および流通業者の間で、魚の

品質および品質保証についての認識が高まっている。 

普及分野に関しては、トバゴ水産局スタッフ以外にも、トバゴの政府スタッフもプロジ

ェクト管理と普及技術について興味を示すようになり、プロジェクトの開催するワークシ

ョップに参加するまでに至っている。 

このように、プロジェクト実施により正のインパクトが幾つか発現している。 

 

現時点でプロジェクト活動によるインパクトを測ることは困難であるが、国や地域レベ

ルの広いエリアで正のインパクトの徴候が見られることは評価に値する。 

 

3-1-5. 自立発展性 

ト国では漁業法の改定作業がほぼ終了し、2005 年 1 月には閣議の承認を得られる見通し

となっていること、トリニダード水産局の組織改変計画があり、新しい組織では普及担当

者の人数を増加することになっている。また、トバゴ議会でもトバゴ水産訓練センターの

人員配置およびカリキュラム開発を進めている。 

CFTDI はその任務として訓練コースをプロジェクト終了後も継続する予定である。また、

水産局の戦略プランを考慮すると、トリニダード水産局もトバゴ水産局もプロジェクトの

活動を財務的にサポートすることが予想される。 

これらのことから、組織･制度・財政的な自立発展の可能性が示されていると判断できる。 

 

専門家の評価によれば、C/P の能力は高く、技術的な持続性も高い。また、幾度の短期専

門家派遣もあり、技術力の向上も見受けられる。 

また、資機材に関しても、水産局、CFTDI はプロジェクトにより供与された調査船、加工

機械、船外機、コンピューターなど解析機器などの資機材は適切に使用・管理されている。

また、主要なスペアパーツもプロジェクトが保持している。 

これらのことから、人的・資源的な自立発展性ならびに技術の持続性も確保されている

といえる。 

 

3-1-6. R/D（ＰＤＭ）の改訂 

プロジェクトの置かれた環境の変化と今回の評価結果を反映し、RD の改訂が提案され、

本調査と同時期に実施されたプロジェクト合同委員会での承認を受けた。現在の RD と改訂

版 RD を別添 1.の Minutes（Annex4 および Annex５）に添付しているので参照されたい。 

プロジェクト上位目標、目標および成果の要約部分の変更はなかった。成果の指標と活

動の要約部分で、以下の変更が行われた。ただし、和文に変更を要さず、英文の書きぶり

のみを変更した箇所はこの節では除外している。 

 

プロジェクトの成果レベルでの変更点 

成果指標１-１ 3 人のオブザーバーが 2 人に変更となり、1年目の目標が、4 年目までに延
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期になった。これは、ト国側がオブザーバー候補者を現在のところ雇用できていないこと

に起因する。 

 

成果指標１-２が削除され、続く指標番号が繰り上がった。これは上記オブザーバー訓練が

遅れているため、オブザーバーによるデータ収集の見込みが困難になったためである。 

 

成果指標１－３ 「CPUE 分析」から「CPUE 分析に関する課題」に変更された。これは、カ

ウンターパートが既に自分たちで CPUE の分析を実施していることから、CPUE に関する課題

という形でテーマを広げ、彼らの能力向上を図ることになったためである。 

 

成果指標１-４ 「プロジェクト 4年目終了時までに水産局職員に対して社会・経済調査の

訓練が行われる」が追加された。これは、実際の活動内容に含まれていたものが成果指標

に反映されていなかったために追加された。 

 

成果指標１-５から 1－8までの番号に変更はない。 

 

成果指標１-７ 推薦される漁業が 2 種類から 1種類の漁業（かご漁業）に変更された。こ

れは、刺し網漁業の研究をトリニダード水産局が独自に実施することを表明したために、

プロジェクトとしての活動から除外されたという状況の変化による。 

 

成果指標３-１「プロジェクト終了時までに、技術分野の協調による普及活動が 2 回以上行

われる」に全面的に変更された。これは、前章で述べたように、指標が明確でなかったこ

とと、プロジェクト後半に入り、普及活動が JICA の協力する漁業技術、資源管理、水産加

工、船舶機関の 4 分野の連携により行われることを明確にするために変更された。 

 

成果指標３-２「専門家の支援の下、普及員が漁民などにセミナーやワークショップを実施

する。」に全面的に変更された。これは普及員の活動と漁民との関係を明確にするために変

更された。 

 

成果指標３-３「プロジェクト終了時までに、地域水産普及ワークグループ（複数）が設立

される」に全面的に変更する。水産普及専門家の活動内容と成果を明確化するために変更

された。 

 

成果指標３-４「プロジェクト終了時までに地域水産普及グループにより漁民グループ（複

数）が組織される」に全面的に変更された。これも、普及活動の成果を明確にするための

変更である。 

 

プロジェクト活動レベルでの変更点 

活動１-１ 延縄と多目的漁業のオブザーバーに限定すると明記した。これは、エビトロー

ルのオブザーバーを FAO/WECAFC が担当することになったための変更である。 

 

活動１-２ データ（当初漁獲努力量データを対象としていた）の収集を生物学的データに

限定し、その解析を含める。これは、オブザーバー訓練の遅れにより、期間内のオブザー

バーによる漁獲努力量データの入手が不可能になったためである。その代わり、定置網試

験操業の生物データを用いることとした。 

 

活動１-４ 社会経済情報を収集するのではなく、「水産局スタッフに社会経済調査手法を

教える」ことに変更した。これは、専門家も含めて直接情報収集するよりも、水産局スタ
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ッフに調査手法を教え、直接の実施は C/P らが行うとした方が、持続性の観点から良いと

判断されたためである。 

 

活動１-５ 「かご漁業の問題解決を含むゴーストフィシングの研究を行う」に変更した。

これは、刺網の選択性試験が終了したことを受け、かご漁具の試験を、より現実的な問題

の解明に向けて方向づけしたためである。 

 

活動２-１-１ プロジェクト活動の現状を考慮し、ゴーストフィシングの操業試験を含め

た。 

 

活動３-１ プロジェクト活動の現状を考慮し、「普及員に対して、PCM や OJT などの普及手

法を指導する」に変更された。 

 

活動３-２ プロジェクト活動の現状を考慮し、「４つの技術分野との協調による普及活動

が行われる」に変更された。 

 

活動３-３ プロジェクト活動の現状を考慮し、「地域水産普及ワークグループを活用して、

漁民の普及活動参加をうながす」に変更された。 

 

3-2. 結論 

 

プロジェクトの活動は C/P への技術移転を中心に概ね順調な進捗を見せている。C/P の技

術習得能力、意識は一般に高く、供与された資機材・施設なども適切に維持・管理されて

いる。トリニダード・トバゴ側の資金供出が増加していることからも、水産分野における

同国政府の協力体制は良好と判断される。他方、今回の協議では、普及活動についての考

え方が日本側とトリニダード・トバゴ側で大きく分かれ（第 2 章に言及）、専門家の投入も

含め、継続協議事項となった。プロジェクトの目的達成のためには「普及活動」が重要と

の認識では一致しているものの、普及員 C/P に対する研修やセミナーの開催だけで漁民へ

の普及が達成されると考えるトリニダード・トバゴ側と、専門家と C/P さらに漁民が一体

となって地域特性に応じた OJT が必要とする日本側の考え方が最後まで折り合わず、普及

担当の専門家の任期となっている 9 月までに、さらに双方で検討を進め、普及の進捗活動

なども考慮して日本側とトリニダード・トバゴ側の協議の場を設定することとなった。た

だし、今後は各技術分野の連携を活動に反映・強化させることがプロジェクトの重要な課

題であることは結論として挙げられる。 

 

3-3. 広域技術協力事業に関する評価 

 

 広域技術協力事業に関しては、1－4－2 の評価方法で述べたとおり、今回の評価の対象と

はしなかったが、本調査を通じて、対象国の漁民が当事業で紹介された技術を活用してい

るという報告等を聞くことができ、普及効果が出始めていることは特筆すべき事実である。

また、広域技術協力事業を通じて、ト国側カウンターパートの講師としての能力が向上す

るという効果も想定できる。さらに、国際機関によるプロジェクト活動の認識度も高くな

っていることは成果として認識できる。 

今回の調査期間中に対象国の研修受講者に実施したアンケートを別添 2.に示すので参考

にされたい。 
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第4章 提言 

 

今後のプロジェクト活動を円滑に進めていくためには、現地と国内機関の綿密なコミュ

ニケーションが重要である。また、プロジェクト内では各技術分野の専門家及び C/P 間の

意識の統一を図り、具体的活動での調整を行うことが重要である。さらに、各技術分野で

関係者を巻き込んだ活動が望まれる。 

 

水産資源管理分野：現在、資源管理手法・理論に関しての技術移転が進行中であるが、延

期されているオブザーバー研修を早急に実施する必要がある。また、資源解析分野短期専

門家の派遣前にト国が現在所有し利用可能なデータの一部を事前に検証し、より効率化に

資源評価手法の選択が行われるよう関係者の連携促進が図られるべきである。さらに、今

後はト国にとって実効性のある資源管理手法、資源評価手法の選択および同国で実際に実

施可能な漁業管理・資源管理のアプローチの模索を進めていく必要があり、資源管理のた

めの情報提供、データ解析法及び解析結果の公表を目的としたワークショップが開催され

ることが望まれる。 

 

試験操業技術・漁具開発操業分野：試験操業に関しては刺し網に関する協力が終了し、カ

ウンターパートの技術力は向上している。漁具の選択性に関しては、ゴーストフィッシン

グ等の問題解決に対するアプローチとして、紛失した場合の資源への影響も考慮し、生物

分解性素材をかごの一部に組み込むなど、実際に漁民への普及の可能性が高い試験を実施

していくことが重要である。 

この分野の活動はト国の資源管理の方針に留意して進めていく必要がある。また、既存

漁法の改善は漁獲量の増大のみを目的としたものでなく、資源の維持管理に留意する必要

がある。 

他分野との連携に関しては、試験操業で得たデータを資源管理分野で有効に活用するこ

とが望まれる。さらに、未利用・低利用資源の加工・流通に関する活動との連携強化が望

まれる。 

 

水産食品加工・流通分野：技術移転は良好な進捗を見せているが、商品の具体化を一層進

めていく必要がある。また、エンドユーザーや流通者に対する新商品のプロモーション活

動・試食会などの活動や普及活動の実施が望まれる。 

さらに、ト国側はマーケティングを「販路の確保」と解釈し、市場情報の収集を含めた

国内未利用資源の輸出を念頭においている感が見受けられるが、プロジェクトではそれら

に併せ、国内の消費者ニーズに適合する新たな加工形態の開発と普及活動が重要なことを

繰り返し説明し、新商品の開発等を充実させていく必要がある。 

 

水産普及分野：普及活動は水産振興政策沿った形で、且つ関係機関との綿密な調整のもと

行われる必要がある。長期専門家の活動により、特にトバゴ島において C/P と漁民の間で

普及活動に対する関心が高まっている。今後、トバゴ水産局のカウンターパートが中心に

なり結成された地域普及ワークグループの活動が期待される。また、普及分野のカウンタ

ーパートは他の各技術分野からの講習を受けることが望ましい。さらに、水産食品加工分

野など、他分野との連携による普及活動が望まれる。 

関係者間で見解の相違が見られるステークホルダーを巻き込んだ普及活動/OJT に関して

は、引き続き協議を継続する必要がある。 

 

漁船機関分野：活動の進捗状況は計画どおり順調に進んでおり、当該分野の活動目標は今

年度中に終了する予定であるため、特段提言はない。 
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別添資料： 

1. 調査団ミニッツ（改定前の PDM/実績グリッド/評価グリッド/改定後の PDM） 

2. 広域技術協力事業(RTCPP)の評価アンケートの要約 
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